
目標年度
測定指標 目標 実績

 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の
 根拠

宇宙空間の状況を常時継続的に監視する体
制の構築

・中期防において次のとおり示されていることから、これらの
取り組み状況を測定指標として設定。

Ⅲ　自衛隊の能力等に関する主要事業
　１　領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項

⑴ 宇宙・サイバー・電磁波の領域における能力の獲得・
強化
　　 (ｱ)　宇宙領域における能力

宇宙空間の安定的利用を確保するため、宇宙領域
専門部隊の新編や宇宙状況監視（ＳＳＡ）システムの整備等
により、関係府省との適切な役割分担の下、宇宙空間の状
況を常時継続的に監視する体制を構築するとともに、宇宙設
置型光学望遠鏡及びＳＳＡレーザー測距装置を新たに導入
する。

宇宙領域を活用した情報収集、通信、測位等の各種
能力を一層向上させるため、様々なセンサーを有する各種の
人工衛星を活用した情報収集能力を引き続き充実させるほ
か、高機能なＸバンド衛星通信網の着実な整備により、指揮
統制・情報通信能力を強化するとともに、準天頂衛星を含む
複数の測位衛星信号の受信や情報収集衛星（ＩＧＳ）・超小型
衛星を含む商用衛星等の利用等により、冗長性の確保に努
める。また、継続的にこれらの能力を利用できるよう、必要な
調査研究を行った上で、我が国衛星の脆弱性への対応を検
討・演練するための訓練用装置や我が国衛星に対する電磁
妨害状況を把握する装置を新たに導入する。このような状況
を把握する態勢の強化により、電磁波領域と連携して、相手
方の指揮統制・情報通信を妨げる能力を構築する。
　　 (ｲ)　サイバー領域における能力

サイバー攻撃に対して常時十分な安全を確保し、我
が国への攻撃に際して当該攻撃に用いられる相手方による
サイバー空間の利用を妨げる能力を保持し得るよう、統合機
能の充実と資源配分の効率化に配慮しつつ、サイバー防衛
隊等の体制を拡充するとともに、自衛隊の指揮通信システム
やネットワークの抗たん性の向上、情報収集機能や調査分
析機能の強化、サイバー防衛能力の検証が可能な実戦的な
訓練環境の整備等、所要の態勢整備を行う。また、民間部門
との協力、同盟国等との戦略対話や共同演習等を通じ、サイ
バー・セキュリティに係る最新のリスク、対応策、技術動向等
を常に把握するよう努める。

サイバー攻撃の手法が高度化・複雑化している中、
専門的知見を備えた優秀な人材の安定的な確保が不可欠で
あることを踏まえ、部内における専門教育課程の拡充、国内
外の高等教育機関等への積極的な派遣、専門性を高める人
事管理の実施等により、優秀な人材を計画的に育成するとと
もに、部外の優れた知見を活用し、自衛隊のサイバー防衛能
力を強化する。

サイバー領域において、政府全体として総合的な対
処を行い得るよう、平素から、防衛省・自衛隊の知見や人材
の提供等を通じ、関係府省等との緊密な連携を強化するとと
もに、訓練・演習の充実を図る。

サイバー防衛部隊の新編

陸自サイバー部隊の新編

宇宙領域における能力の獲得・強化

その他の装備品等（延命処置・機能向上を含
む。）

宇宙領域を活用した情報収集、通信、測位等
の各種能力の一層向上

電磁波領域との連携によって相手方の指揮
統制・情報通信を妨げる能力の構築

サイバー領域における能力の獲得・強化

自衛隊の指揮通信システムやネットワークの
抗たん性の向上、情報収集機能や調査分析
機能の強化、実戦的な訓練環境の整備等、
所要の態勢整備

専門的知見を備えた優秀な人材の確保、部
外の優れた知見の活用

訓練・演習の充実

①

②

民間部門との協力、同盟国等との戦略対話、
関係府省等との連携強化

目標設定の
考え方・根拠

【目標設定の考え方】
「平成３１年度以降に係る防衛計
画の大綱について」（平成３０年１
２月１８日国家安全保障会議決定
及び閣議決定。以下「大綱」とい
う。）に従い、統合運用による機動
的・持続的な活動を行い得るもの
とするという、前大綱に基づく統合
機動防衛力の方向性を深化させ
つつ、宇宙・サイバー・電磁波を含
む全ての領域における能力を有
機的に融合し、平時から有事まで
のあらゆる段階における柔軟かつ
戦略的な活動の常時継続的な実
施を可能とする、真に実効的な防
衛力として、多次元統合防衛力を
構築していく。

【根拠】
大綱、中期防衛力整備計画（平成
３１年度～平成３５年度）について
（平成３０年１２月１８日国家安全
保障会議及び閣議決定。以下「中
期防」という。）

令和３年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 宇宙・サイバー・電磁波の領域における能力の獲得・強化 担当部局名 防衛政策局、整備計画局、防衛装備庁

施策の概要
　領域横断作戦を実現するため、優先的な資源配分や我が国の優れた科学技術の活用により、宇
宙・サイバー・電磁波といった新たな領域における能力を獲得・強化する。この際、新たな領域を含む
全ての領域における能力を効果的に連接する指揮統制・情報通信能力の強化・防護を図る。

政策体系上
の位置付け

我が国自身の防衛体制の強化
（領域横断作戦に必要な能力の強化における優
先事項）

政策評価実施
予定時期

令和４年８月達成すべき目標

①宇宙領域における能力の獲得・強化

②サイバー領域における能力の獲得・強化

③電磁波領域における能力の獲得・強化

宇宙領域専門部隊の新編

（防衛省０３－①）

令和５年度 別紙



当初
予算額

30年度 令和元年度 ２年度 ３年度

0 137 70

(0) (137) (70)

21 25 17

(20) (14) (17)

1 4 9

(1) (4) (8)

0 0 77

(0) (0) (0)

0 0 4

(0) (0) (4)

0 0 20

(0) (0) (17)

240,171 82,214 16,262

(239,006) (76,614) (14,029)

296 287 58

(263) (280) (56)

69,442 94,310 12,419

(41,441) (49,103) (12,887)

6,273 7,371 7,031

(6,900) (15,294) (6,399)

43,464 46,862 45,497

(44,432) (153,201) (43,057)

19,553 29,848 27,634

(18,771) (38,918) (25,914)

6 6 7

(7) (6) (7)

1 61 53

(0) (30) (52)

4,105 11,173 8,279

(4,089) (11,016) (7,332)

令和５年度 別紙

その他の装備品等（延命処置・機能向上を含
む。）

陸自電磁波作戦部隊の新編

戦闘機（Ｆ－１５）の能力向上（２０機）

0001

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
関連す
る指標

達成手段の概要等

令和３年
行政事業
レビュー
事業番号

(1)
ファイル暗号化ソ
フトの維持(9機関
共同)(H22)

16 2
　当該事業は、平成19年度から情報漏洩を防止するために導入された防衛省ファイル暗号化ソフトを
防衛省各種システム（プログラム）に対応できるようソフトの改修等を実施し、より高い情報セキュリティ
レベルを確保するものである。

　　 (ｳ)　電磁波領域における能力
防衛省・自衛隊における効果的・効率的な電磁波の

利用に係る企画立案及び他府省との調整機能を強化するた
め、内部部局及び統合幕僚監部にそれぞれ専門部署を新設
する。

電磁波に関する情報収集・分析能力の強化及び情
報共有態勢を構築するため、電波情報収集機や地上電波測
定装置等の整備、自動警戒管制システム（ＪＡＤＧＥ）の能力
向上、防衛情報通信基盤（ＤＩＩ）を含む各自衛隊間のシステム
の連接及びデータリンクの整備を推進する。

我が国に対する侵攻を企図する相手方のレーダーや
通信等を無力化し得るよう、戦闘機（Ｆ－35Ａ）及びネットワー
ク電子戦装置の整備並びに戦闘機（Ｆ－15）及び多用機（ＥＰ
－３及びＵＰ－３Ｄ）の能力向上を進めるとともに、スタンド・オ
フ電子戦機、高出力の電子戦装備、高出力マイクロウェーブ
装置、電磁パルス（ＥＭＰ）弾等の導入に向けた調査や研究
開発を迅速に進める。

戦闘機（Ｆ－３５Ａ）の整備（４５機）

電磁波領域における能力の獲得・強化

内部部局及び統合幕僚監部に専門部署を新
設

スタンド・オフ電子戦機等の研究開発

③

(2)

サイバー攻撃対
処のための官民
連携に係る共同
訓練の実施(H26)

17 2

　防衛産業は、防衛省・自衛隊が継続的かつ安定的活動を行う上で必要不可欠であり、防衛産業が
正常に機能していることが、防衛省・自衛隊の任務遂行のための前提条件である。このため、防衛産
業へのサイバー攻撃に対する防衛省・自衛隊と防衛産業との具体的な連携を深化させるべく、サイ
バー攻撃に対する官民共同訓練を実施する。

0002

(3)
サイバーセキュリ
ティに関する部外
委託教育(H30)

18 2

　サイバー攻撃は、日々新たな手法が開発・発見されており、これに適時適切に対応するには、サイ
バー攻撃等に際し、迅速かつ適切に対処できる人材を育成する必要がある。このため、サイバー攻撃
に適切に対処するための施策立案及び対処能力を向上させることを目的として、サイバーセキュリ
ティに関する知識・技能を習得させるもの。

0003

(13)
武器車両等の整
備維持(S30)

6 3

　防衛大学校の円滑な校務遂行のため、人員・物品の輸送に必要な車両の機能維持を目的とする。
また、将来幹部自衛官（３等陸尉、３等海尉、３等空尉以上の自衛官）となるべき防衛大学校の学生の
訓練で使用する武器（小銃等）を手入れするために必要な消耗品を取得することで、訓練の安全性及
び円滑性を確保する。

0013

(14)
新規車両購入
(H18)

29 1
　部隊等の新編、新機種の導入及び各種態勢の整備のため部隊等において新規に必要となる車両を
取得し、部隊等の即応性及び機動性を確保し任務遂行能力を向上させる。

0014

(15) 甲類（戦車）(H2) 7,087 3
　厳しさを増す安全保障環境のもと、防衛力の整備を着実に推進し、各種事態（本格的な侵略事態、
島嶼部に対する侵略、ゲリラや特殊部隊による攻撃等）への即応・実効的対処能力の向上等を図るこ
とにより、我が国の平和と国民生活の安全・安心を確保するため、甲類装備品（戦車）を整備する。

0015

(4)
人工衛星を活用し
た警戒監視にか
かる調査研究(R2)

0 1
　宇宙空間からの常時監視システムの候補となりうる衛星について、技術的観点から比較調査を行
い、防衛省・自衛隊が将来目指すべき宇宙空間からの常時監視システムの検討の資とし、情報収集
能力の向上を実現する。

0004

(5)

電磁波領域にお
ける技術支援の
確保に係る経費
(R2)

0 3

　電磁波領域、とりわけ電波関連の業務には、高度かつ専門的な技術的知見が求められるものが少
なくない一方、この分野に精通した省内の人材は限られており、電波を利用する装備品等の技術的評
価、施策の企画立案といった場面において、適切な判断を行うことが困難であることから、電波に関す
る知見を有する企業から技術的知見の提供等を受けること。

0005

(6)

ネットワーク機器
等のサイバーセ
キュリティに関す
る調査研究(R2)

0 2
　防衛省・自衛隊における５Ｇの利用を見据え、海外における５Ｇの活用事例等を調査するとともに、
サイバーセキュリティを確保する上での課題、その解決策等を明らかにすること。

0006

(7)
戦闘機（Ｆー３５Ａ/
Ｂ）の取得(H24)

76,877 3
　航空自衛隊の戦闘機部隊の体制を維持するとともに、我が国の抑止力及び対処能力を維持向上さ
せるため、Ｆ－４の後継機及び近代化に適さないＦ－１５の代替機としてＦ－３５Ａを取得する。また、近
代化に適さないＦ－１５の代替機としてＦ－３５Ｂを取得する。

0007

(8)
生物防護器資材
(H17)

60 3
　生物事態対処において国民の安全・安心に寄与するため、生物対処装備品の維持に必要な消耗性
の付属品等を取得し、即応性発揮の維持を図る。

0008

(9)
武器購入費（海
自）(S47)

15,616 1
　平素からの情報収集・警戒監視、対潜戦などの各種作戦の効果的な遂行による周辺海域の防衛や
海上交通の安全確保等を実施し得るようにするため、海上自衛隊の活動基盤となる艦艇や航空機等
に搭載する武器等を着実に整備し、一層の能力を発揮し得るよう必要な態勢を維持・構築する。

0009

(10)
諸器材購入費（海
自）(S47)

6,095 1

　平素からの情報収集・警戒監視、対潜戦などの各種作戦の効果的な遂行による周辺海域の防衛や
海上交通の安全確保等を実施し得るようにするため、海上自衛隊の活動基盤となる艦船需品、航空
需品、修理保管用備品、参考器材等を整備し、一層の能力を発揮し得るよう必要な態勢を維持・構築
する。

0010

(11)
武器修理費（海
自）(S43)

50,564 1

　平素からの情報収集・警戒監視、対潜戦などの各種作戦の効果的な遂行による周辺海域の防衛や
海上交通の安全確保等を実施し得るようにするため、海上自衛隊の活動基盤となる艦艇や航空機等
に搭載する武器、武器付属品、武器部品等を維持、補修、改修等を実施することにより、一層の能力
を発揮し得るよう必要な態勢を維持・構築する。

0011

(12)
諸器材等維持費
（海自）(S47)

22,835 1
　海上自衛隊における補給処、造補所、部隊等の運営、施設機械等の維持、艦艇の行動及び爆発兵
器類の処理、弾薬類の維持等に必要な材料等の購入等により、海上自衛隊における部隊運用機能
の向上を図る。

0012



0 6,088 7,754

(0) (6,043) (6,543)

1,354 2,879 2,572

(1,223) (2,801) (2,552)

7,001 30,856 16,221

(10,793) (32,638) (16,150)

8,797 4,687 2,518

(13,191) (4,409) (2,453)

4 99 12

(2) (91) (11)

162 77 72

(264) (71) (58)

30,658 31,236 39,422

(25,583) (47,388) (49,008)

2,848 3,345 2,547

(2,841) (3,345) (2,437)

808 963 1,790

(797) (1,376) (1,569)

7,399 9,357 8,084

(6,352) (8,941) (7,005)

116 171 158

(107) (151) (174)

10 39 14

(6) (28) (4)

6 7 7

(6) (7) (7)

10,491 13,669 15,512

(10,697) (13,900) (16,836)

8,066 9,240 13,790

(6,437) (8,792) (14,370)

1,861 3,030 1,354

(1,849) (1,821) (1,418)

7,094 9,133 11,951

(6,977) (8,557) (11,636)

2,813 3,278 9,947

(3,056) (3,272) (9,697)

3,927 3,050 3,675

(3,675) (2,948) (3,417)

39 0 3

(26) (0) (3)

21 17 17

(12) (14) (14)

19 10 6

(19) (10) (6)

(36)
自動車リサイクル
法関連経費(H17)

13 3
　使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、陸上自衛隊の使用済自動車を適正に処理す
る。

0036

(37)
装輪車両の外注
整備(H5)

22 3
　整備部隊が近傍に所在しない一部の部隊の民間型車両について、定期整備及び故障整備を部外
の民間車両整備事業者に整備を委託することにより、迅速かつ効率的に車両を良好な状態に保つと
ともに、整備に係る隊力を軽減して各種事態への即応性・実効的対処能力の維持を図る。

0037

(28)
車両の維持整備
(H18)

6 3 　情報本部の円滑な情報収集体制を確立するため、保有する車両の定期点検及び整備を実施する。 0028

(29)
火器・装軌車等の
修理（装軌車等外
注整備）(H17)

8,688 3
　甲類装備品の火器・装軌車等について、陸上自衛隊の補給処の技術的な整備能力を超える整備所
要に対して、外注整備を実施することにより、その機能回復を通じて部隊の戦闘力維持を図るもの。

0029

(30)

火器関係(部品・
外注費)、装軌車
関係(部品
費)(H17)

9,481 3 　火器･装軌車等について必要な維持整備を実施し、装備品の即応態勢の確立に努めるもの。 0030

(31)
火器・装軌車等の
改善・改造(H17)

1,036 3 　火器・装軌車等を改善・改造し、安全性、信頼性及び操用性の向上を図る。 0031

(32)
指揮所の近代化
(ハードウェアの整
備)(H5)

10,257 3
　指揮統制における情報の伝達・処理の正確性、迅速性及び効率性を向上させ、各級指揮官の迅速・
的確な指揮統制に資するため、クローズ系クラウドシステム及び陸自指揮システムの指揮所の近代
化を図るものである。

0032

(33)
通信機器の修理
等(H11)

8,796 3
　陸上自衛隊の通信電子器材の維持・運営に必要な修理等を行い、継続的な基地通信を確保すると
ともに、任務遂行に備え野外通信機器の可動率を維持する。

0033

(34)
装輪車両の修理
費の取得(H12)

3,142 3
　部隊の戦力発揮、災害派遣等において、部隊の移動・物品の輸送のため装輪車両は必要不可欠な
ものであり、これを常に良好な状態に維持するとともに、故障した場合においては速やかに復旧するこ
とにより、部隊の即応性を維持する。

0034

(35)
車両等の処分
(H19)

0 3
　使用済の不用タイヤ等を産業廃棄物として適正に処分をして各部隊等の整斉円滑な隊務運営と環
境保全に寄与する。

0035

(22)
通信機器購入費
（海自）(不明)

42,263 1
　平素からの情報収集・警戒監視、対潜戦などの各種作戦の効果的な遂行による周辺海域の防衛や
海上交通の安全確保等を実施し得るようにするため、海上自衛隊の活動基盤となる通信機器等を整
備し、一層の能力を発揮し得るよう必要な態勢を維持・構築する。

0022

(23)
中央指揮システム
の個別維持（中央
システム）(H13)

3,523 2
　本事業は、陸・海・空幕等と連接した統合システムである中央指揮システムを整備し、 自衛隊の行
動等に関する指揮監督を補佐する機能及び統合運用に係る機能（中央システム）の維持を目的として
いる。

0023

(24)
中央指揮システム
の個別維持（専用
通信)(H12)

1,627 2
　防衛大臣、主要補佐者及び関係幕僚が中央指揮所内、関係府省庁及び大臣直轄部隊等に対し、秘
匿された電話及びファクシミリにより命令、指示等の伝達及び連絡調整等を行う中央指揮システムの
専用通信を常時運用可能な状態に維持するものである。

0024

(25)
通信維持費（統
幕）(H18)

16,257 2
　防衛省・自衛隊におけるコンピュータシステムによる情報共有化の促進及び各種活動を円滑に実施
するために必要な通信機材等を維持・管理するもの。

0025

(26)
中央指揮所の施
設整備の維持
(H12)

156 2
　自衛隊指揮通信システム隊が管理する中央指揮所の指揮所機能を継続するため、各施設設備の
保守役務等を実施する。

0026

(27)
諸器材等維持費
（統幕）(H18)

64 2
　統合幕僚監部の各種備品を良好な状態に維持し、緊急事態発生時の即応体制及び教育訓練等の
活動体制を確保する。

0027

(16) 甲類（火砲）(S62) 6,465 3
　厳しさを増す安全保障環境のもと、防衛力の整備を着実に推進し、各種事態（本格的な侵略事態、
島しょ部に対する侵略、ゲリラや特殊部隊による攻撃等）への即応・実効的対処能力の向上を図り、我
が国の平和と国民生活の安心・安全を確保するため、甲類（火砲）を整備する。

0016

(17)
乙類（化学器材）
(H17)

1,339 3

　厳しさを増す安全保障環境のもと、防衛力の整備を着実に推進し、各種事態（島嶼部に対する侵
略、ゲリラや特殊部隊による攻撃、大規模・特殊災害等）への即応性や実効的対処能力の向上等を図
ることにより、我が国の平和と国民生活の安全・安心を確保するため、装備品として乙類（化学器材）
を整備する。

0017

(18)
乙類（通信器材）
(S55)

8,931 3

　厳しさを増す安全保障環境のもと、防衛力の整備を着実に推進し、各種事態（島嶼部に対する侵
略、ゲリラや特殊部隊による攻撃、大規模・特殊災害等）への即応・実効的対処能力の向上等を図る
ことにより、我が国の平和と国民生活の安全・安心を確保するため、乙類装備品（通信器材）を整備す
る。

0018

(19)
乙類（施設器材）
(H17)

1,709 3

　厳しさを増す安全保障環境のもと、防衛力の整備を着実に推進し、各種事態（島嶼部に対する侵
略、ゲリラや特殊部隊による攻撃、大規模・特殊災害等）への即応・実効的対処能力の向上等を図る
ことにより、我が国の平和と国民生活の安全・安心を確保するため、乙類装備品（施設器材）を整備す
る。

0019

(20)
諸器材購入費等
（統幕）(H18)

71 1
　業務車両を適切に修理、点検するとともに、所要の付属品を取得することにより、統合幕僚監部にお
ける円滑な任務遂行に必要な可動車両数の維持を図る。

0020

(21)
基地通信備品の
損耗更新(S55)

0 3
　陸海空自衛隊を相互につなぐ固定通信設備で使用している陸上自衛隊の基地通信備品の著しい老
朽化により、通信運用に支障をきたし、又はきたす恐れのあるものを更新することにより、陸海空自衛
隊間における通信の確実な維持・運営を図る。

0021
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0 0 502
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5,295 5,370 5,026

(5,231) (5,181) (5,622)

(39)

(38)
燃料タンク車の水
圧試験(H5)

7 3
　「消防法及び危険物の規制に関する規則」に基づき、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目
を定める告示」により燃料タンク車（各車種）の定期点検を受検して同規則等に適合させ、車両及び航
空機の給油能力を維持して各種事態への即応性・実効的対処能力の維持を図る。

0038

化学器材の修理
(H17)

653 3
　化学器材の維持に必要な部品及び役務等を取得し、器材の可動状態の維持を図り、ＮＢＣ事態に対
する即応性発揮の基盤を確立する。

0039

(40)
廃弾等の外注処
分(H9)

65 3

　わが国の平和と国民生活の安心・安全を確保するため、陸上自衛隊は弾薬を適切に保有しておく必
要がある。その上で、装備品の退役に伴い使用する火砲が存在しなくなった弾薬（退役弾）や、経年劣
化により安全管理上使用できなくなった弾薬（不良弾）等については、今後使用することがないため処
分する。

0040

(41)
通信衛星の中継
機能の借上（三幕
共同）(H2)

385 1
　陸海空自衛隊の各ビークル（艦艇・航空機等）は、作戦海域・空域等を行動しつつ、各ビークル間あ
るいは陸上の上級司令部と連携して作戦を実施するため、Xバンド衛星通信を使用し、シームレスに
連接する安定性の高い通信を実現する。

0041

(42)
Ｋｕバンド衛星通
信用経費(H18)

0 1

　海上自衛隊の主要艦艇は、洋上を行動しつつ陸上の上級司令部等と連携し作戦を実施するため、
洋上と陸上をシームレスに連接する高速大容量ネットワークへの接続が不可欠であるため、Kuバンド
衛星通信を使用し、陸上のDII（防衛情報通信基盤）に接続するとともに、洋上においても高速大容量
の通信基盤を構築する。

0042

(57)
航空車両更新分
(S29)

0 1 　航空部隊の任務遂行のために必要な車両を老朽更新及び換装更新する。 0057

(58)
通信機器購入費
（陸自）(S29)

4,328 3

　陸上自衛隊における指揮・通信の骨幹である駐屯地及び駐屯地間を結ぶ通信系を構成し、活動基
盤である駐屯地内で使用する業務用電算機及び音声通信機器等を購入して、不測事態発生時の迅
速な情報収集や広域にわたる情報共有の基盤を構成するとともに、各種事態における活動基盤に必
要な通信及びネットワークの基盤を構成する。

0058

(52)
通信機器購入費
（統幕）(H26)

217 2
　防衛大臣及び主要補佐者等による適時適切な命令指示の伝達及び連絡調整の手段である通信機
能を確保するとともに、各種事態発生時において、統合幕僚監部、部隊間の通信体制を維持整備す
る。

0052

(53)
防衛情報通信基
盤（DII)の整備
(H13)

33,696 2

　本事業は、全自衛隊の共通ネットワークとして、マイクロ回線・部外回線・衛星回線を利用してデータ
通信網と音声通信網から構成される防衛情報通信基盤（DII）を整備し、各自衛隊を横断した全体とし
てのネットワーク化、異なる機関間・システム間における情報の共有を図るためのネットワークを提供
するものである。

0053

(45)
燃料給油車タンク
の定期検査経費
(S51)

2 1
　海上自衛隊の航空部隊の任務を円滑に実施するため、保有する燃料給油車のタンクの定期検査を
実施する。

0045

(54)
通信維持費（空
自）(S37)

46,396 1 　航空自衛隊の任務を遂行するために必要な態勢を維持するため、通信機器等を適切に維持する。 0054

(50)
訓練演習支援機
能の整備(H22)

328 1
　統合訓練（指揮所演習）を実施するために必要な訓練演習支援機能のうち、主としてハードウェアを
維持整備する。

0050

(51)
情報業務用車両
の取得(H24)

12 3
　情報業務車両を取得し、通信所の管理業務等に必要な運行所要を充足し、情報業務の円滑な実施
を図る。

0051

(43)
通信維持費（海
自）(S30)

37,229 1
　海上自衛隊の任務を遂行するために必要な通信電子機器等の各種システムを良好な状態に維持
し、指揮・統制を適切に実施するために、通信電子機器等の部品、消耗品等の購入等を実施する。

0043

(44)
車両維持経費
(S29)

284 1
　海上自衛隊の保有する車両の維持修理を行い、部隊の円滑な部隊運用に資する態勢を確立す
る。、

0044

(46)
ガスタービン機関
組部品のオー
バーホール(H5)

3,425 1

　ガスタービン機関組部品は、主機であるガスタービン機関の重要な構成要素の一つであり、ガスター
ビンの型によって多くの種類がある。この組部品は規定の累計運転時間に達すると能力が低下するた
め、各組部品毎にオーバーホールを実施することで新たに組部品を調達することなく、再使用すること
が可能である。これにより、艦艇の可動率の確保に寄与する。

0046

(47)
車両一般整備費
(H17)

2,008 1
　航空自衛隊の任務を支障なく遂行するため、保有する車両や同車両搭載装置等を適正に維持す
る。

0047

(56)
車両用付属品の
取得(H12)

931 3
　装輪車両の維持に必要な車両用付属品を取得し、装輪車両の高可動率の維持及び運行時の安全
を確保することにより、各種事態への即応性・実効的対処能力を維持する。

0056

(48)
自動車再資源化
等預託金(H17)

1 1
　使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、航空自衛隊の使用済自動車を適正に処理す
る。

0048

(49)
施設車両整備費
(H17)

298 1 　航空自衛隊の任務を支障なく遂行するため、保有する除雪車や工事用車両等を適正に維持する 0049

(55)
施設機械の修理
(H17)

1,910 3
　施設器材の可動率を維持するためには、予防整備及び故障整備を行い、これらに必要な部品等及
び役務を確保する必要がある。また、器材を必要の都度、適宜整備することにより器材寿命の延長を
図り、部隊の即応性発揮を図るもの。

0055
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(71)
陸自電算機防護
システムの整備
(H16)

1,442 2
　陸上自衛隊の情報システムで扱われる情報の全てを、盗聴、侵入、改ざん、不正アクセス等の脅威
から防護するため、一元的に監視、分析、標定及び対処を行い、陸上自衛隊で使用する情報システム
及び防衛に関する情報をサイバー攻撃の脅威から防護する。

0071

(73)

電磁波領域等を
活用した将来の
戦闘概念に関す
る調査・研究に必
要な経費

80 3
　電磁波や無人機、ＡＩなど最新の情報通信技術等を活用する将来の戦闘概念である「モザイク・
ウォーフェア」について調査し、将来の自衛隊の装備や運用に与える影響について調査・研究を行うも
の。

03-0001

戦闘機（F-15）近
代化改修/能力向
上(H16)

2,747 1

　近代化改修事業：将来における戦闘機の技術的水準の動向に対応し、我が国の防空体制の向上を
図るため、MSIP機全機を対象として、近代化改修を実施し早期に体制を完成させる。
能力向上事業：近代化改修機を含む我が国の航空戦力の数的及び質的優位性の確保が困難となっ
てきていることから、Ｆ－１５近代化改修機に対し質的能力向上を行う。

0099(72)

576,622
施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

中期防衛力整備計画（平成３１年度～平成３５年度）（平成３０年１２月１８日国家安全保障会議決
定及び閣議決定）
Ⅲ－１－（１）宇宙・サイバー・電磁波の領域における能力の獲得・強化

施策の予算額・執行額

(77)

次期電子情報収
集機の情報収集
システムの研究試
作

0 3
　多用機ＥＰ－３の減勢に伴う後継機（次期電子情報収集機）の開発に先立ち、我が国周辺国が使用
する電磁波の質及び量の両面にわたる能力向上に対応するとともに、領域横断作戦に必要な電磁波
領域の能力強化を図るため、航空機搭載型情報収集システムに必要な技術を確立する。

03-0005

※達成手段の令和３年度行政事業レビューシートは、中間公表段階のものである。

(74)

サイバー攻撃対
処のための分析・
研究に関するシス
テム整備経費

1 2

　サイバー攻撃では、標的に関する情報を様々な手段を用いて収集し執拗な攻撃を行う標的型攻撃
が行われるが、近年では、標的の周辺組織を攻撃し、周辺組織を踏み台にして、標的に攻撃を仕掛け
る事例が観測されている。防衛省においては、このような周辺組織を巻き込んだ標的型攻撃への対処
能力を高めるため、このようなサイバー攻撃に係る情報収集、分析機能を有する情報分析システムを
整備する。

03-0002

(76)

衛星コンステレー
ションによるHGV
探知・追尾システ
ムの概念検討

0 1

　現防衛大綱において、防衛力強化に当たっての優先事項として「宇宙領域を活用した情報収集、通
信、測位等の各種能力を一層向上させる」、「宇宙・サイバー・電磁波の領域における能力と一体と
なって、（中略）ミサイル等による攻撃に効果的に対処するための能力を強化する」、「日米同盟全体
の抑止力の強化のため、ミサイル発射手段等に対する我が国の対応能力の在り方についても引き続
き検討の上、必要な措置を講ずる」こととしており、衛星コンステレーションを活用してHGVを探知、追
尾し対処手段へ情報提供するシステムについて調査研究し、ミサイル防空能力の向上を図る必要が
ある。

03-0004

(75)
衛星通信の在り
方に関する調査
研究

0 1

　宇宙領域を活用した各種能力の向上、宇宙利用の優位の確保は重要であり、特に衛星通信を維
持・確保することは各自衛隊の部隊運用にとって死活的に重要である。
防衛省・自衛隊は、Ｘバンド防衛通信衛星と民間通信衛星を利活用することにより各種部隊行動を支
えているが、衛星通信は通信妨害に対して潜在的な脆弱性を有しており、今後の領域横断作戦での
優位性の確保のためには各種部隊行動に最適な衛星通信網を獲得することが喫緊の課題である。

03-0003

(69)
スタンド・オフ電子
戦機(Ｒ2)

0 3
　近年の軍事技術の進展に伴い、捜索探知、精密誘導、指揮通信等の様々な領域において電波が重
要な役割を果たしていることから、電磁波領域の優越を確保するため、電子戦専門の航空機の開発を
行う。

0069

(64)
基地警備関連装
備品(S63)

345 2
　平時の不法侵入者から武装したテロ、ゲリラ及び特殊部隊までの幅広い脅威に適切に対応すべく、
基地警備要員用の機能性、防護性を向上させる個人装具や警戒監視能力を向上させる基地警備シ
ステムを整備する。

0064

(65)
武器修理費（空
自）(S47)

26,178 3 　航空自衛隊の任務を遂行するために必要な態勢を維持するため、武器等を適切に維持する。 0065

(66) 部隊実験(H27) 106 1
　部隊実験は、将来の技術進展を見据えつつ、陸上自衛隊の新たな戦い方の具体化に資することを
目的に、「３０大綱」、「３１中期防」を踏まえた宇宙・サイバー・電磁波領域を含む将来の領域横断作戦
に係る実験成果を反映することを目標に研究するもの。

0066

(67)

９２式地雷原処理
車(施設器材の
オーバーホール）
(H17)

0 3
　平成５年度以降装備を始めた９２式地雷原処理車が、経年に伴い逐次摩耗期に入り故障が頻発す
る等信頼性が低下しており、有事の機動支援及び平時の訓練に支障を及ぼすおそれがあるため、
オーバーホールを実施して機能を回復し、部隊の戦闘力の維持を図るものである。

0067

(68)
９１式戦車橋(施設
器材のオーバー
ホール)(H18)

0 3
　平成４年度以降装備を始めた９１式戦車橋が、経年に伴い逐次摩耗期に入り故障が頻発する等信
頼性が低下しており、有事の機動支援及び平時の訓練に支障を及ぼすおそれがあるため、オーバー
ホールを実施して機能を回復し、部隊の戦闘力の維持を図る。

0068

(70)
衛星搭載型２波長
赤外線センサの
研究試作(H27)

0 1

　宇宙からの赤外線画像のデータ収集を行い、弾道ミサイルの発射の検知や情報収集・警戒監視機
能への赤外線センサの活用可能性について研究を行うため、防衛省において試作した２波長赤外線
センサを文科省・JAXAが計画する先進光学衛星に搭載し、宇宙実証するためのインテグレーション技
術について研究し、将来の装備品等に反映する。

0070

(59)
諸器材等維持費
(陸自)(S29)

4,055 3
　各種事態（島嶼部に対する侵略、ゲリラや特殊部隊による攻撃、大規模・特殊災害等）に即応するこ
とを求められる陸上自衛隊の任務達成及びその活動に必要な維持経費を取得し、装備品の高可動率
の維持及び安全を確保することにより即応性を維持する。

0059

(60)
諸器材購入費(陸
自)(S29)

6,555 3

　厳しさを増す安全保障環境や続発する災害の下、陸上自衛隊の活動基盤となる各種の装備品等を
着実に整備し、これを活用することで、各種事態（島嶼部に対する侵略、ゲリラや特殊部隊による攻
撃、大規模・特殊災害等）への即応性・実効的対処能力の向上を図り、我が国の平和と国民生活の安
全・安心を確保する。

0060

(61)
通信維持費(陸
自)(S55)

15,378 3

　陸上自衛隊で使用する情報、研究、システム防護、保全等各種システムの整備・維持、プログラム改
修及び通信全般に係る通信機器等の購入借上等を行い、陸上自衛隊の指揮及び情報共有に必要な
各種システムを維持するとともに、通信関連備品等を良好な状態に維持し、指揮・統制を適切に実施
する。

0061

(62) 油購入費(S33) 84,493 1
　周辺海空域における安全確保、各種攻撃への対応等に関して、防衛力の中核となる航空機、車両
及び艦船等を運用するための燃料を確保するとともに、隊員の勤務及び生活の基盤である基地等の
運営に必要な燃料を確保する。

0062

(63)

自動警戒管制組
織の弾道ﾐｻｲﾙ対
処機能(BMD)
自動警戒管制組
織の航空警戒管
制機能の近代化
(H14)

0 3

　自動警戒管制システム（ＪＡＤＧＥ：Japan Aerospace Defense Ｇｒｏｕｎｄ Environment）は、本邦周辺
空域の常続的な警戒監視、敵味方の識別及び戦闘機等の管制を行うために必要となる機能を有して
おり、空自の各種作戦を組織的に行うための中核となるシステムである。
よって、組織戦闘能力を向上させるため、ＪＡＤＧＥと連接するシステムの能力向上等にあわせた機能
強化を適切に実施する。

0063
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その他の装備品等（延命処置・機能向上を含む。）

令和３年度実施施策に係る政策評価の事前分析表（別紙）
（防衛省０３－①）

施策名 宇宙・サイバー・電磁波の領域における能力の獲得・強化

測定指標 施策の進捗状況

①宇宙領域における能力の獲得・強化

宇宙空間の状況を常時継続的に監視する体制の構築

●ＳＳＡ運用システムの整備やＳＳＡセンサーの取得、受け入れ施設の整備などに必要な経費（約２６０億円）を計上した。

●ＳＳＡ運用システムの整備やＳＳＡセンサーの取得、受け入れ施設の整備などに必要な経費（約１３４億円）を計上した。

宇宙領域専門部隊の新編

●Xバンド衛星通信機能の向上を含む衛星通信の利用（約５１２億円）、商用画像衛星等の利用（約１０４億円）、弾道ミサイル攻
撃への対応に係る経費のうち、宇宙空間を利用するもの（約２７０５億円）などの所要の経費を予算に計上した。

●同盟国等との戦略対話として、平成３１年３月から、NATOサイバー防衛協力センター（ＣＣＤＣＯＥ）に防衛省職員を派遣してい
る。
●行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６号）第９条に基づいて事前評価を実施した事業のうち、開発、
試験等の各段階における進捗度を評価するため、令和２年度に研究開発評価（中間）を行った研究開発事業は以下のとおり。
・衛星搭載型２波長赤外線センサの研究：試験実施中。順調に進捗している。

●実績なし。

●令和２年５月、我が国の宇宙利用の優位を確保するため、航空自衛隊府中基地に「宇宙作戦隊」を新編した。

●２波長赤外線センサの開発、宇宙領域における電磁波監視体制のあり方に関する調査研究などに必要な経費（約２０億円）を
計上した。

●我が国の人工衛星に対する電磁妨害状況を把握する装置の取得（約５５億円）、Xバンド衛星通信機能の向上を含む衛星通信
の利用（約１３７億円）、画像衛星データ等の利用（約１０１億円）、２波長赤外線センサの実証研究や高感度広帯域な赤外線検知
素子の研究など（４３億円）に必要な経費を計上した。
●行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６号）第９条に基づいて事前評価を実施した事業について、令和
元年度に事前評価を行い、令和２年度に着手した事業は以下のとおり。
・次世代赤外線センサ技術の研究
●高感度広帯域な赤外線検知素子の研究試作（その１）を令和２年１０月１２日に１５億円で契約した。

宇宙領域を活用した情報収集、通信、測位等の各種能力の一層向上

電磁波領域との連携によって相手方の指揮統制・情報通信を妨げる能力の構築

●実績なし。

電磁波領域と連携した相手方の指揮統制・情報通信を妨げる能力に関する調査研究に必要な経費（約０．２億円）を計上した。
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専門的知見を備えた優秀な人材の確保、部外の優れた知見の活用

●各自衛隊の共通教育としてサイバーセキュリティに関する共通的かつ高度な知識・技能を修得させ、サイバー人材を育成する
ための経費（０．５億円）を計上した。
●サイバー攻撃対処に係る部外力の活用（２３憶円）として、所要の経費を予算に計上した。

サイバー防衛部隊の新編

●実績なし。

●防衛情報通信基盤（ＤＩＩ）の整備（１１０憶円）、サイバー情報収集装置の整備（３６憶円）、航空作戦システムのサイバーセキュリ
ティ対策の強化（４．４憶円）、情報システムのサプライチェーン・リスク対処に関する調査研究（０．９憶円）に関する予算を計上し
た。

●実績なし。

陸上総隊隷下のシステム通信団にサイバー防護隊を新編した。

自衛隊の指揮通信システムやネットワークの抗たん性の向上、情報収集機能や調査分析機能の強化、実戦的な訓練環境の整備等、所要
の態勢整備

②サイバー領域における能力の獲得・強化

●実績なし。

陸自サイバー部隊の新編

●防衛情報通信基盤（ＤＩＩ）の整備（７６憶円）、サイバー情報収集装置の整備（３４憶円）、システムネットワーク管理機能の整備
（１２億円）、サイバー攻撃対処に係るＡＩ適用システムの設計（０．３億円）、ネットワーク機器等のサイバーセキュリティに関する調
査研究（０．２億円）に関する経費を計上した。

●民間部門との協力体制の強化として、サイバーディフェンス連携協議会（ＣＤＣ）共同訓練の実施（０．２億円）に係る所要の経費
を予算に計上した。
●同盟国等との戦略対話として、第７回日米サイバー防衛政策ワーキンググループ（ＣＤＰＷＧ）を令和元年１０月に開催し、政策
レベルを含めた情報共有、訓練及び人材育成における連携の在り方など、様々な協力分野に関する専門的・具体的な意見交換
を行った。その他にも、豪州、ＮＡＴＯ、独等とも協議を行った。また、平成３１年３月から、NATOサイバー防衛協力センター（ＣＣＤ
ＣＯＥ）に防衛省職員を派遣している。
●関係府省等との連携強化として、内閣サイバーセキュリティセンター主導の情報セキュリティ緊急支援チーム（ＣＹＭＡＴ）への要
員派遣や、各種訓練等への参加に積極的に取組み、政府機関との連携を強化した。

●民間部門との協力体制の強化として、サイバーディフェンス連携協議会（ＣＤＣ）共同訓練の実施（０．２億円）に係る所要の経費
を計上した。
●同盟国等との戦略対話として、平成３１年３月から、NATOサイバー防衛協力センター（ＣＣＤＣＯＥ）に防衛省職員を派遣してい
る。
●関係府省等との連携強化として、内閣サイバーセキュリティセンター主導の情報セキュリティ緊急支援チーム（ＣＹＭＡＴ）への要
員派遣や、各種訓練等への参加に積極的に取組み、政府機関との連携を強化した。
●（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会からの依頼に基づき、サイバーセキュリティ対策に協力した。

●サイバーセキュリティに関する専門的知見を備えた優秀な人材を発掘することを目的としたサイバーコンテストを開催するため
の経費（４百万円）を計上した。
●米国におけるサイバー戦指揮官要員の教育として、所要の経費（０．４億円）を計上した。
●サイバー人材を安定的に確保・育成するため、陸自通信学校及び高等工科学校におけるサイバー教育に係る体制を整備し
た。

民間部門との協力、同盟国等との戦略対話、関係府省等との連携強化
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戦闘機（Ｆ－３５Ａ）の整備（４５機）

●サイバー攻撃対処能力の向上を目的として、サイバーセキュリティに関する国際訓練等へ参加するため、所要の経費（１．３憶
円）を計上した。
●商用通信衛星回線の借り上げ、衛星通信器材の維持・整備等に必要な経費（約１５８億円）を計上した。

●サイバー攻撃対処能力の向上を目的として、サイバーセキュリティに関する国際訓練等への参加（０．５憶円）として、所要の経
費を予算に計上した。

訓練・演習の充実

③電磁波領域における能力の獲得・強化

目標値 ４５機

実績値 ６機 ９機

令和４年度 令和５年度

●高い電子戦能力を持つ戦闘機（Ｆ－３５Ａ）６機の取得経費（約681億円）を計上した。
●令和元年度予算においては、三沢基地の戦闘機（Ｆ－３５）受入のための施設整備工事（飛行指揮所改修）に係る経費として約
４億円を計上し、施設整備を実施している。

●高い電子戦能力を持つ戦闘機（Ｆ－３５Ａ）３機の取得経費（約281億円）を計上した。
●高い電子戦能力を持つ戦闘機（Ｆ－３５Ｂ）６機の取得経費（約793億円）を計上した。
●令和２年度予算においては、三沢基地の戦闘機（Ｆ－３５）受入のための施設整備工事（火薬庫改修）に係る経費として約１億
円を計上し、施設整備を実施している。
　他方、戦闘機（ＳＴＯＶＬ機）受入のための施設整備工事（調査）に係る経費は約０．２億円を計上したが、予算執行はしていな
い。

戦闘機（Ｆ－１５）の能力向上（２０機）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

目標値 ２０機

実績値 ２機 -

●周辺諸国の航空戦力の強化に対応するため、戦闘機（Ｆ－１５）２機分に対し、能力の高い新たな電子戦装置を搭載するなどの
改修経費（約108億円）を計上した。

●周辺諸国の航空戦力の強化に対応するとともに、防空等の任務に適切に対応するため、スタンド・オフ・ミサイル（ＪＡＳＳＭ等）
の搭載、搭載弾薬数の増加及び電子戦能力の向上等に必要な改修を実施するための関連経費を予算計上したが、経費の増加
や初号機改修期間の延長の発生が明らかとなったことから、本年度は予算執行していない。

その他の装備品等（延命処置・機能向上を含む。）

●電波の収集・分析及び通信の無力化により、作戦を有利に進めるため、陸上自衛隊のネットワーク電子戦システムを整備（26
億円）
●近年の電子戦のすう勢を踏まえた訓練支援を行うため、多用機（ＵＰ－３Ｄ）の機体改修の経費（約１５億円）を計上した。
●電磁波に関する情報共有に資するため、自動警戒管制システム（ＪＡＤＧＥ）の電子戦情報の共有・処理能力を向上させるため
の改修経費（約29億円）を計上した。

●電波の収集・分析及び通信の無力化により、作戦を有利に進めるため、陸上自衛隊のネットワーク電子戦システムを整備（100
億円）
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スタンド・オフ電子戦機等の研究開発

●実績なし。

●行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６号）第９条に基づいて事前評価を実施した事業について、令和
元年度に事前評価を行い、令和２年度に着手した事業は以下のとおり。
・スタンド・オフ電子戦機

内部部局及び統合幕僚監部に専門部署を新設

●電磁波領域の能力強化に係る検討等を適切に実施するため、平成31年4月、整備計画局情報通信課に電磁波政策室を設置し
たほか、令和2年3月には、統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課に電磁波領域企画班を設置した。

担当部局名 防衛政策局、整備計画局、防衛装備庁
政策評価
実施時期

令和４年８月

●実績なし

陸自電磁波作戦部隊の新編

●実績なし。

健軍駐屯地において第３０１電子戦中隊を新編した。


